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１ はじめに
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自己紹介

自己紹介

 税理士、中小企業診断士

 卒業後、税務署で法人課税部門に所属

 退職後、中小企業の事業再生支援
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はじめはみんな同じ

 サラリーマンなら会社が全部計算してくれる

 経理や帳簿なんて考えたこともなかった

 でも、商売を始めたら別世界

 全部自分でやらなければいけない
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「経理」とは「経営管理」
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儲かって
いるかわ
からない

お金が足
りなくなる

資金繰り
に追われ

る

事業が疎
かになる

さあ、今日から始めましょう



青色申告を目指そう

 1年間の利益に対して自分で税金を計算して税務署に申告 「確定申告」
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• しっかりと経理をやらなければならないがメリットがいっぱい

青色申告

• 簡易な帳簿で申告可能

白色申告



青色申告のメリット

メリットはわかったけど、どうやって帳簿をつければいいか…
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特別控除
純損失の繰

越

青色専従者

給与

少額資産の
特例



会計ソフトを使おう

 会計ソフトの機能が大幅にアップ

 銀行口座やクレジットカードの利用データとの連携

 とにかく始めることが重要
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２ 仕事とプライベートを分けよう
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仕事用の財布を作ろう

 仕事用に財布をもう一つ用意しよう

 プライベートと仕事用の財布は別々に管理

 商売上の支払いは、この仕事用の財布から
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仕事用の銀行口座を作ろう

 仕事用の銀行口座も開設しよう

 ダウンロードしたデータを会計ソフトに読み込ませると自動的に帳簿ができる

 現金売上は必ず銀行口座に入れよう
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クレジットカードも分けよう

 クレジットカードのデータも会計ソフトが読み込んでくれる

 領収書は別途保存する必要あり
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領収書も分けてもらうようにしよう

 領収書をもらうときに仕事用のとプライベートを必ず分けよう

 週に一度は領収書を整理しよう
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３ 届け出を出そう
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開業時の届け出

 開業したら税務署に届出書を出そう

 「個人事業の開業・廃業等届出書」（事業開始から1月以内）

 「所得税の青色申告承認申請書」（事業開始から2月以内）
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従業員を雇ったら

 給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書

 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
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４ 書類を保存しよう
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保存フォルダを作ろう

はじめての経理と節税 20

税
務
届
出
書
類

請
求
書
（仕
入
）

請
求
書
（売
上
）

領
収
書
・納
品
書

そ
の
他
の
書
類

契
約
書



領収書

 まとめる方法は

1. まずは保存フォルダに入れる

2. スクラップブックなどに日付順に貼り付け

3. それほど多くなければ、月ごとに封筒に入れておく方法も
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領収書をもらえないときは

 バス代や電車代は出金伝票などを作ろう

 スイカやパスモは入金だけでは経費にならない
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売上にかかる書類の保存

 請求書の控え（通し番号を付けて）

 確実に入金をチェック
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売上にかかる書類の保存

 領収書の控えを保存しよう

 複写式の領収書を使うと自動的に控えが残る

 ５万円以上だと収入印紙を貼る必要あり

はじめての経理と節税 24



契約書

 必ず契約書を作ろう

 仕事の範囲を明確にしよう

 契約書にも収入印紙が必要な時がある
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帳簿書類の保存期間
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国税庁ウェブサイトより
（https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm）

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm


困ったことがあったら

にご相談ください。
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〒176-0001
練馬区練馬1-17-1 Coconeri 4階
TEL : 03-6757-2020



最後までご覧いただき
ありがとうございました

練馬区貫井2-14-28
電話 03-3577-2031

E-mail kasui-a@tkcnf.or.jp
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この資料は令和3年4月1日現在の法令に基づいて作成されています。
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